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２．シナリオ

生産調整を廃止することで、主食用米作付面積の増加は、転作の定
着度の高い野菜・果樹を除く60万haに拡大し、作付面積は220万haと
なる。

生産調整を緩和し、麦、大豆、飼料作物等への助成等も一定限度の
ものとすることで、主食用米作付面積の増加は、転作の定着度の低い
調整水田等のほか、大豆・飼料作物等の一部も加えた30万haに拡大
し、作付面積は190万haとなる。

生産調整を緩和するが、麦、大豆、飼料作物等に関して助成を行うこ
とによって、主食用米作付面積の増加は、転作の定着度の低い調整水
田等の一部の10万haに抑制され、作付面積は170万haとなる。

20年産と同程度の生産調整を継続し、作付面積を160万haとする。

具体的には、麦、大豆、飼料作物等に関して、産地づくり交付金による
助成、米価下落による影響緩和対策を継続。

生産調整を強化し、作付面積を10万ha減少させて150万haとすると
ともに、中長期的にも生産調整により米価を維持する。

考え方
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－１０万ha

（生産調整強化シナリオ）

シナリオ
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３．市場価格の見通し

生産調整強化

現状維持

生産調整緩和①

市場価格
（円/60kg）

年目

生産調整廃止

生産調整緩和②

静学的モデルによる
短期的予測値

３（19年産の市場価格）
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４．農家手取り価格の見通しと生産費
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現状維持

生産調整緩和①

農家手取り価格
（円/60kg）

年目

生産調整緩和②

平均※1

生産費
左記生産費を実現
可能な農業構造※2

13,872
（19年産）

(5ha以上層の割合)

13,000

12,000

11,000

10,000

35～45%

※1 全算入生産費から自己資本利子、
自作地地代を控除した生産費

（=経営費+家族労働費）（60kg当たり）

23%
（19年産）

50～60%

66～76%

85～95%

生産調整廃止

４

（担い手の場合、収入減少影響緩和対策による補てんを含む）

（参考）

※2 農林水産省試算

9,681
（19年産）

15ha以上層の平均
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６．前提

６

（１）本シミュレーションは、米政策に関して、一定の前提を置いた上で試行的
に行った試算結果であり、前提を変えることによって異なった結果が導かれ
ることとなる。

（２）主な前提は、以下のとおり。

① 米以外の作物による収入はないと仮定。

② 米価の変動による農業者数の増減や農地の集積等による構造的な変
化がないと仮定。

③ 市場価格、生産量等の初期値は、平成１９年産のものを使用。

（３）これらの試算は、今後の米政策に係る議論に資するものとして提出するも
のであり、政策的方向性に何らかの予断を持つものではない。



注１．政府米在庫量は,外国産米を除いた数量である。

　２．在庫量は,各年の10月末現在のものである｡ただし、平成15年以降は各年の６月末現在のものである。

　３．米の総需要量は、５年以降は国産米消費仕向量である｡

　４．平成12年10月末持越在庫は,「平成12年緊急総合米対策」により援助用隔離した75万ﾄﾝを除いた数量である。

　５．平成14年10月末持越在庫は、一括所有権移転8万トンを含んでいる。

　６．生産量は、水稲と陸稲の合計である。
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○ 第２次(S54～58)過剰米処理
　　・処分数量：約600万㌧
　　・総損失額：約２兆円

○ 第１次(S46～49)過剰米処理
　　・処分数量：約740万㌧
　　(S43～45の過剰処理分含む。)
　　・総損失額：約１兆円

会計年度

(昭和) (平成)

（参考１）米の全体需給の動向
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